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津地区合併協議会

1 議員の定数は地方自治法第９１条第２項の規定に基づき、人口を基準に算定することとなっており、合併が行われた場合は、原則、新市の人口を基準に定数が算定される。

○ １０市町村の人口、議員数及び任期 （単位：人）
※

※ 法定数は上限

○ 議員の定数（上限）　地方自治法第９１条第２項（抜粋）

2 議員の身分等に関する市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法）

４　選挙期日 　設置の日から５０日以内
　　（公職選挙法第３３条第３項）

　設置の日から５０日以内
　　（公職選挙法第３３条第３項）

　選挙は行わない。

３　定　　　数 　地方自治法第９１条第２項により合併市町村の人口
に基づいて算出した数
　　※地方自治法第９１条第２項
　　　　人口２０万人以上３０万人未満の市　　３８人

　設置選挙に限り、合併関係市町村の協議により地方
自治法第９１条第２項の規定する数の２倍を超えない
範囲で定数を定めることができる。
　※地方自治法第９１条第２項
　　　人口２０万人以上３０万人未満の市　　３８人
　　　　　３８人×２＝７６人以内

　合併関係市町村の議員数が地方自治法第９１条の
規定による定数を超えるときは、当該数をもって合併
市町村の議員定数とし、議員欠員が生じ、又は議員が
すべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、
同条の規定による定数に至るまで減少する。

２　任　　　期 　一般選挙（設置選挙）の日から４年 　一般選挙（設置選挙）の日から４年 　合併後２年を超えない範囲で、協議で定める期間

合併特例法第６条第１項の規定を適用する場合
（定数に関する特例）

合併特例法第７条第１項第１号の規定を適用する場合
（在任に関する特例）

１　合併関係
市町村の議
会の議員の
身分

　合併関係市町村の廃止と同時に当該市町村の議員
が失職する。

　合併関係市町村の廃止と同時に当該市町村の議員
が失職する。

　合併関係市町村の協議により、合併後２年を超えな
い範囲に限り、引き続き合併市町村の議会の議員とし
て在任することができる。

人口３０万人以上４０万人未満の市 ４６人

区       分
合併特例法の規定を適用しない場合

（原　　　則）

人口１０万人以上２０万人未満の市 ３４人

人口２０万人以上３０万人未満の市 ３８人

H19.4.29 H19.5.15 H19.4.30 -H17.4.30 H19.9.25 H20.1.14 H19.2.8議 員 任 期 H19.4.30 H19.5.14 H19.8.2

14 16 12 16614 12 16 12現 員 数 32 20 18

14 16 12 166

18 216

条例定数 32 20 18 14 12 16 12

22 18 22 22

13,395 7,158 286,521

議
員
数

法 定 数 34 26 22 18 14

人口は官報で公示された最近の国
勢調査人口（Ｈ１２年国調）

人 口 163,246 41,063 17,351 8,900 4,249 11,279 5,300 14,580

一志町 白山町 美杉村 合　計芸濃町 美里村 安濃町 香良洲町区 分 津　市 久居市 河芸町

協 議 項 目 ６　議会の議員の定数及び任期の取扱い

調 整 の 内 容 （ 案 ）
　地方自治法第９１条第１項及び第２項の規定により定める新市の議会議員の定数は３８人とし、市町村の
合併の特例に関する法律に規定する議会の議員の定数及び在任に関する特例は、これを適用しない。

関 係 項 目


